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○不利益処分についての審査請求に関する細則

平成14年11月15日

長崎県人事委員会告示第５号

改正 平成15年12月19日人事委員会告示第１号

平成23年５月24日人事委員会告示第２号

平成28年３月31日人事委員会告示第３号

平成28年４月15日人事委員会告示第４号

不利益処分についての不服申立てに関する細則をここに公布する。

不利益処分についての審査請求に関する細則

不利益処分についての不服申立てに関する細則（昭和39年長崎県人事委員会告示第３号）の全部

を改正する。

（目的）

第１条 この細則は、不利益処分についての審査請求に関する規則（平成14年長崎県人事委員会規

則第24号。以下「規則」という。）第61条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不

利益な処分についての審査請求の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（審査請求書その他の書面の様式）

第２条 規則に規定する審査請求書その他の書面の様式は、次の表に掲げるとおりとする。

規則の関係条項 書面の様式名 様式番号

第3条第1項 審査請求書 様式第1号

第4条第3項 審査請求書記載事項変更届 様式第2号

第8条第2項 審査併合（分離）申立書 様式第3号

第9条第1項 審査請求承継申出書 様式第4号

削除 様式第5号

第10条第2項 審査請求取下申出書 様式第6号

第11条第1項 処分取消（修正）通知書 様式第7号

第11条第2項 処分修正に伴う審査請求継続（取下）申出書 様式第8号

第12条 取消判決等確定通知書 様式第9号

第14条第2項 代表者選任届 様式第10号

第14条第2項 代表者解任届 様式第11号
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第15条第4項 代理人選任届 様式第12号

第15条第4項 代理人解任届 様式第13号

第18条第1項 口頭審理請求（請求撤回）書 様式第14号

第18条第2項 口頭審理公開請求（請求撤回）書 様式第15号

第20条第1項 口頭審理日時変更申立書 様式第16号

第21条第1項 答弁書 様式第17号

第21条第2項 反論書 様式第18号

第22条 準備書面 様式第19号

第24条第2項 求釈明申立書 様式第20号

第24条第2項 釈明書 様式第21号

第31条第3項 書証申出書 様式第22号

第31条第4項 文書提出要求申立書 様式第23号

第31条第5項 証人申出書 様式第24号

第33条第3項 証人不出席届 様式第25号

第35条第2項 宣誓書 様式第26号

第37条第1項 口述書 様式第27号

第38条第5項 当事者尋問申出書 様式第28号

第40条 鑑定申立書 様式第29号

第41条第1項 検証申立書 様式第30号

第42条第2項 証拠の所在地における証拠調べ申出書 様式第31号

第43条第2項 書面審理における請求人の意見口頭陳述申立書 様式第32号

第53条第3項 再審請求書 様式第33号

第53条第6項 再審請求書記載事項変更届 様式第34号

附 則

（適用期日）

１ この細則は、規則の施行の日から適用する。

（経過措置）

２ この細則の適用の日前から引き続き係属している不服申立てについて、改正前の不利益処分に

ついての不服申立てに関する細則の規定によってされた手続は、この細則の相当規定によってさ
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れたものとみなす。

前 文（平成23年５月24日人委告示第２号）抄

平成23年６月１日から適用する。

前 文（平成28年３月31日人委告示第３号）抄

平成28年４月１日から適用する。

前 文（平成28年４月15日人委告示第４号）抄

平成28年４月15日から適用する。
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